
　　県の行う土地改良事業に要する経費について関係市町が負担すべき金額を定めることにつ

　　き議決を求めることについて

既　決　額 増　減　額 計

円 円 円

彦 根 市 72,000,000     26,162,000     98,162,000     

長 浜 市 33,209,000     790,000        33,999,000     

近 江 八 幡 市 4,059,000      10,775,000     14,834,000     

草 津 市 38,250,000     34,200,000     72,450,000     

守 山 市 13,252,000     5,608,000      18,860,000     

栗 東 市 1,257,000      1,263,000      2,520,000      

甲 賀 市 1,494,000      1,314,000      2,808,000      

野 洲 市 10,355,000     11,903,000     22,258,000     

湖 南 市 1,642,000      1,252,000      2,894,000      

高 島 市 3,360,000      16,520,000     19,880,000     

東 近 江 市 23,881,000     13,662,000     37,543,000     

米 原 市 16,185,000     178,000 △      16,007,000     

日 野 町 3,060,000      4,500,000      7,560,000      

竜 王 町 2,380,000      3,500,000      5,880,000      

豊 郷 町 495,000        470,000        965,000        

計 229,514,000    131,741,000    361,255,000    

大 津 市 3,525,000      3,525,000 △    －

彦 根 市 15,020,000     3,000,000      18,020,000     

長 浜 市 2,896,000      5,546,000      8,442,000      

草 津 市 4,320,000      31,042,000     35,362,000     

栗 東 市 2,320,000      40,000         2,360,000      

甲 賀 市 1,350,000      1,688,000      3,038,000      

　土地改良法（昭和24年法律第 195 号）第91条第6項において準用する同法第90条第10項の規定

に基づき、令和７年度において県の行う次の土地改良事業に要する経費について、関係市町が負

担すべき金額を定めることにつき、議決を求める。

事　　　業　　　名 関 係 市 町 名
負　担　す　べ　き　金　額

県営かんがい排水事業

県営経営体育成基盤
整備事業
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既　決　額 増　減　額 計

円 円 円

高 島 市 9,280,000      36,673,000     45,953,000     

東 近 江 市 5,130,000      9,438,000      14,568,000     

米 原 市 5,104,000      21,824,000     26,928,000     

愛 荘 町 18,640,000     27,839,000     46,479,000     

計 67,585,000     133,565,000    201,150,000    

長 浜 市 1,755,000      882,000 △      873,000        

甲 賀 市 3,000,000      1,125,000      4,125,000      

計 4,755,000      243,000        4,998,000      

大 津 市 13,310,000     24,640,000     37,950,000     

長 浜 市 11,940,000     15,792,000     27,732,000     

近 江 八 幡 市 20,240,000     16,610,000     36,850,000     

草 津 市 7,300,000      14,800,000     22,100,000     

甲 賀 市 9,610,000      5,127,000      14,737,000     

野 洲 市 2,530,000      6,490,000      9,020,000      

湖 南 市 34,540,000     9,167,000 △    25,373,000     

高 島 市 5,610,000      9,130,000      14,740,000     

東 近 江 市 2,450,000      2,200,000      4,650,000      

米 原 市 11,770,000     33,940,000     45,710,000     

多 賀 町 8,470,000      3,630,000      12,100,000     

計 127,770,000    123,192,000    250,962,000    

429,624,000    388,741,000    818,365,000    

（参考）

　

県営中山間地域総合
整備事業

事　　　業　　　名 関 係 市 町 名
負　担　す　べ　き　金　額

県営経営体育成基盤
整備事業　（続き）

県営農地防災事業

合　　　計

　ただし、関係市町の事業費に増減があった場合においては、知事は、その増減の額に応じて負担
すべき金額を変更することができる。

　令和７年10月17日議決の「県の行う土地改良事業に要する経費について関係市町が負担すべき金
額を定めることにつき議決を求めることについて（議第142号）」の金額を改めようとするものであ
る。
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